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資料２ 

令和４年度第１７回庁議提案  審議・報告・その他 

                    提 出 日：令和４年１２月５日 

                    担当部・課：保健福祉部保険年金課〔内線２３４５〕 

① 件  名 

 国民健康保険高額療養費の支給手続き簡素化の実施について 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

「地方からの提案等に関する対応方針（地方創生及び地方分権改革の推進「項目：住民サービス

の向上：平成２８年１２月２０日閣議決定」）を踏まえた国民健康保険法施行規則の一部を改正する

省令（令和３年厚生労働省令第４９号）の施行により、高額療養費の支給申請について、手続きを簡

素化することが可能となった。 

【目的】 

 初回申請書の提出により以降の申請手続きを省略することで、被保険者の負担軽減、事務効率化

と経費削減を図る。 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号） 

 国民健康保険法施行規則（昭和３３年厚生省令第５３号） 

 石巻市国民健康保険条例（平成１７年条例第１６４号） 

 石巻市国民健康保険条例施行規則（平成１７年規則第１１３号） 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】  

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

平成２９年３月 国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令施行（７０歳から７４歳） 

令和 ３年３月 国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令施行（７０歳未満） 

⑤ 主な内容 

 高額療養費制度とは、支払った医療費の一部負担金が当該世帯の負担限度額（月額）を超えたと

きに、申請により超えた分が支給される制度である。 

初回申請書の提出により、以降の支給対象についても当申請書に記載された振込先に支給を行う。 

 （令和６年１月から実施予定） 

 

石巻市国民健康保険条例施行規則（平成１７年規則第１１３号）改正内容 

改正後 現行 

（高額療養費の受給手続き）第５条 

世帯主は、法第５７条の２の規定による高額

療養費の支給を受けようとするときは、高額療

養費支給申請書を市長に提出しなければならな

い。 

（高額療養費の受給手続き）第５条 

世帯主は、法第５７条の２の規定による高額

療養費の支給を受けようとするときは、高額療

養費支給申請書に療養に要した費用を支払った

事実を証する書類を添えて市長に提出しなけれ

ばならない。 
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⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

【影響・効果】 

・申請手続きを省略することに伴う被保険者の負担軽減 

・申請書送付、申請書受理等の事務の負担軽減 

・被保険者の申請漏れの防止 

・受診日から支給されるまでの期間短縮（１か月短縮） 

・申請書の送付に係る郵送費削減（新規対象者、短期証発行者は除く） 

 参考：令和３年度の実績１，０１８，７７０円（財源：一般会計繰入金／一般財源） 

【市財政への負担】 

国民健康保険システム改修費用：国民健康保険特別会計 

令和５年度当初予算要求額 ４，３８９，０００円（財源：一般会計繰入金／一般財源） 

  〈参考：高額療養費支給金額の増加：国民健康保険特別会計〉 

令和３年度 勧奨通知申請対象額 １２９，９７７，６８０円 

          申請済額 １２１，７５０，６９９円 

未申請額   ８，２２６，９８１円（令和４年１１月１１日時点） 

（財源：県負担金・保険給付費等交付金１０／１０） 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

【県内市町村の実施状況】 

仙台市・気仙沼市・東松島市・大崎市において、支給手続きの簡素化を実施済。（大崎市は７０歳

以上のみ対象） 

※宮城県の後期高齢者医療制度においても実施済み。 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

令和５年 ２月  市議会第１回定例会に令和５年度当初予算案について提案 

     ３月  石巻国民健康保険条例施行規則の一部改正 

         （施行予定年月日：令和６年１月１日） 

１２月  市報・ホームページによる周知 

令和６年 １月  施行 

⑨ その他 

令和６年１月以降の支給勧奨通知に「令和６年１月より前に送付している申請書については、自

動振込対象外のため、申請されていない方は、申請書の提出が必要です。自動振込となった場合、申

請書は送付しませんのでご了承ください。」を記載する。 

 


